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表
１

　
地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
事

業
に

よ
り

運
行

を
確

保
・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
送

予
定

者
（
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
）

令
和

6
年

度

起
点

経
由

地
終

点
運

行
態

様
の

別
基

準
ハ

で
該

当
す

る
要

件
（
別

表
７

・９
）

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
の

確
保

基
準

ホ
で

該
当

す
る

要
件

（
別

表
７

の
み

）

（注
）

１
．

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

「
運

行
系

統
名

等
」に

運
賃

低
廉

化
を

行
う

運
行

サ
ー

ビ
ス

の
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
．

区
域

運
行

又
は

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

運
行

系
統

の
「
経

由
地

」に
営

業
区

域
又

は
運

賃
低

廉
化

対
象

地
域

を
記

載
す

る
こ

と
と

し
、

「
起

点
」
、

「終
点

」及
び

「系
統

キ
ロ

程
」に

つ
い

て
記

載
を

要
し

な
い

。

３
．

「系
統

キ
ロ

程
」
に

つ
い

て
は

、
小

数
点

第
１

位
（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

、
循

環
系

統
の

場
合

に
は

、
往

又
は

復
の

ど
ち

ら
か

の
欄

に
キ

ロ
程

を
記

載
し

、
も

う
片

方
の

欄
に

「循
環

」
と

記
載

す
る

こ
と

。

４
．

「利
便

増
進

特
例

措
置

」及
び

「運
送

継
続

特
例

措
置

」に
つ

い
て

は
、

利
便

増
進

計
画

又
は

運
送

継
続

計
画

の
認

定
を

受
け

、
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
に

係
る

特
例

措
置

の
適

用
（別

表
９

又
は

別
表

１
０

）を
受

け
て

補
助

対
象

と
な

る
場

合
の

み
「
○

」を
記

載
す

る
こ

と

５
．

「運
行

態
様

の
別

」に
つ

い
て

は
、

路
線

定
期

運
行

、
路

線
不

定
期

運
行

、
区

域
運

行
、

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

別
を

記
載

す
る

こ
と

。

６
．

「補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
の

確
保

」
に

つ
い

て
は

、
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
が

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
又

は
地

域
間

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
ど

の
よ

う
に

接
続

を
確

保
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

７
．

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

「
運

行
系

統
名

」「
利

便
増

進
特

例
措

置
」に

つ
い

て
記

載
を

要
し

な
い

。

８
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
及

び
運

行
ダ

イ
ヤ

を
添

付
す

る
こ

と
。

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

営
業

区
域

を
示

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
。

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

運
行

系
統

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
７

・
別

表
９

・
別

表
１

０
）

往
　

8.
9　

　
ｋ
ｍ

復
　

8.
8　

　
ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

2
4
3
日

8
45

.5
回

路
線

定
期

運
行

②
-（

2
）

近
畿

日
本

鉄
道

生
駒

線
南

生
駒

駅
で

接
続

。
運

行
ダ

イ
ヤ

に
つ

い
て

は
、

利
用

状
況

も
考

慮
の

う
え

、
鉄

道
ダ

イ
ヤ

と
の

調
整

を
行

う
。

運 送 継 続 特 例 措 置

日
回

復
　

　
　

ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

市
区

町
村

名
運

送
予

定
者

名
運

行
系

統
名

等
（
申

請
番

号
）

系
統

キ
ロ

程

生
駒

交
通

株
式

会
社

(1
)

暗
峠

南
コ

ミ
ュ

ニ
テ ィ

セ
ン

タ
ー

せ
せ

ら
ぎ

業
務

ス
ー

パ
ー

南
生

駒
店

、
南

生
駒

駅
大

門
町

集
会

所

暗
峠

生
駒

市

(5
)

復
　

　
　

ｋ
ｍ

(2
)

(4
)

(3
)

回
日 日

回

日
回

往
　

　
　

ｋ
ｍ
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 生駒市

人　口

人口集中地区以外

交通不便地域等 336

人　口 対象地区 根拠法

336
藤尾町、大門町、小倉寺町、

鬼取町、西畑町
局長指定

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び
特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

奈良県地域公共交通網形成計画 平成28年3月 平成29年度

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法
律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村
名等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する
場合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」
と記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方
運輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

生活交通確保維持改善計画 令和4年6月 令和5年度

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当
しない地区の人口を記載すること。
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